様式第1号の11(第4条関係)
 (
破れた処理券は使用
でき
ません。
１辺又は直径が130cm以上のもの
。
家庭ごみ、産業廃棄物に使用することはできません。
) (
見やすい場所に貼って
くだ
さい。
指定品目に限り、１組単位で出すことができ
ます。
再使用防止のためはがしにくくなっています。ご注意くだ
さい。
) (
事業系
粗大ごみ処理券
３８
０円
美 唄 市
)事業系一般廃棄物ごみ処理券(粗大ごみ用)
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